
Ⅰ．はじめに

　日本の社会福祉実践において，サービスの質的向上
に対する社会的要請が高まっている．
　具体的施策としては，福祉サービスを外部が評価す
る事業として第三者評価（外部評価）がある．これは，
事業者の提供するサービスの質を事業者や利用者以外
の第三者機関が専門的かつ客観的な立場で評価する事
業のことである．第三者評価の目的は，厚生労働省『福
祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書』
（2001）のなかで，①個々の事業者が事業運営における
具体的な問題点を把握してサービスの質の向上を図る
こと，②評価結果などが利用者の適切なサービス選択
に資するための情報とすること１）と明記されている．
　この第三者評価は，事業者が提供する介護サービス
に対する利用者の意向や満足度を把握する「利用者調
査」と，事業の仕組みやサービス提供プロセスを評価
する「事業評価」，そして認知症高齢者グループホーム
（以下，GH）や小規模多機能型居宅介護事業所で義務
化されている「外部評価」の三本柱で構成されている．
　三つの柱のうち，利用者調査に関して厚生労働省は，
福祉サービスに対する利用者の認識や意向を把握する
重要性について講じている．具体的には，『福祉サービ
スにおける第三者評価事業に関する報告書』（2001）の
なかで，利用者の認識を把握することを目的に策定さ
れた質問項目（12項目）が提示され，できる限り利用
者本人から直接ヒアリング調査を行うこと１）を促して
いる．さらに，『福祉サービス第三者評価事業に関する
指針について』（2004）のなかで，「利用者の意向を把
握する重要性に鑑み，第三者評価と併せて利用者調査

を実施することが望ましい」と述べている２）.
　白澤３）によれば，「社会福祉実践の最終的な評価は利
用者にあること，そして利用者から高い評価と信頼を
得ることが，その最も基本的な課題である」と指摘し
ている．
　冷水４）によれば，サービス評価の基本的枠組みにお
ける評価の次元を「資源」（input）,「実施過程」（pro-
cess）,「実施結果」（outcome），ないし「効果」（effec-
tiveness），および投入資源に対する結果 ・効果の関係
である「効率」（efficiency）の４次元とし，「サービス
評価の焦点は実施後の広い意味でのパーフォーマンス
のいかんにあるため，結果 ・効果評価，効率効果が最
大の焦点になると」と述べている．
　したがって，サービス評価である第三者評価におい
ては，「実施結果」（outcome）を評価する利用者調査
の実施が重要となる．
　しかし，利用者調査については厚生労働省（2001）
の『福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報
告書』（2001）によって，利用者本人からのヒアリング
が困難な場合，利用者の代弁者や家族等からヒアリン
グを行う１）ように指示されていることから施設サービ
スの評価に利用者本人の意向が反映されにくい状況だ
と推測する．
　GHで生活しているのは利用者本人であり，本人の
生活嗜好すべてを家族が把握しているとは言い難い．
また，個別支援の観点からも，生活主体者である利用
者の意向を把握することは重要であり，事業者が提供
するサービスの質の確保及び向上させるためには必要
不可欠な過程であると考える．
　そこで本研究の目的は，社会福祉領域において第三
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者評価が先行して実施されているGHに焦点を当て，
各都道府県（以下，自治体）の利用者調査の実態を明
らかにすることである．具体的には，自治体の利用者
本人に対するヒアリングの実施状況や，認知症高齢者
の意向をサービスの質の向上に反映できるような体制
となっているのかを把握することである．

Ⅱ．研究方法

１．対　象
　47都道府県の福祉サービス第三者評価事業推進組織
（第三者評価推進組織が設置されていない広島県を除
く）を対象とする．

２ ．方　法
　自記式の郵送調査，さらに，東京都においては，加
えて電話調査を，茨城県においては，第三者評価（外
部評価）担当者と直接会って個別面接調査を実施した．

３ ．調査項目
　調査項目は，①平成18年度ならびに平成19年度９月
１日現在における利用者調査手法，②平成20年度の利
用者調査手法の変更予定，③調査対象者，④利用者調
査を『家族』に代替している理由，⑤利用者調査を『家
族と利用者本人』としている理由，⑥その他，⑦質問
項目ならびに調査手法を検討するための委員会の有無
（検討委員会名，構成員数，利用者の代弁機能者 ・認知
症ケア専門家の有無，検討委員会に代わるもの），⑧各
都道府県の福祉サービス第三者評価事業推進組織が考
える認知症高齢者に対するヒアリングの必要性，とし
た．
　各調査項目に絞った理由を以下に記す．
　調査項目①「平成18年度ならびに平成19年度９月１
日現在における利用者調査手法」については，１）国
のガイドラインでは，意思疎通の困難な者に対する利
用者調査について，利用者本人ではなく家族へのアン
ケートで対応してもよいとされている．しかし，自治
体におけるGHの利用者調査手法の実際はどのように
なっているのか，２）平成18年度及び19年度という期
間を設定した理由は，平成13年に国のガイドラインが
提示されてから，ある程度，第三者評価自体がシステ
ムとして機能するまでには時間の経過が必要であった
こと，３）GHにおいて他の社会福祉分野に先行する形
で第三者評価が義務付けられたことから，その後の取

り組み状況を把握するため．
　調査項目②「平成20年度の利用者調査手法の変更予
定」については，「2015年の高齢者介護レポート」にも
あるように，今後の社会は，認知症高齢者の理解が求
められ，それを見据えた利用者調査手法にしていこう
とする独自の取り組みを実施する動きがあるか把握す
るため．
　調査項目③「調査対象者」については，GH利用者
は，意思疎通が困難であると考えられていることから，
調査対象が利用者本人ではなく家族とされていると推
測できる．しかし，その現状において実際の調査対象
はどのようになっているのか把握するため．
　調査項目④「利用者調査を『家族』に代替している
理由」及び，調査項目⑤「利用者調査を『家族と利用
者本人』としている理由」については，「認知症高齢者
は何をいっても分からないだろう」という社会的偏見
から，調査対象が利用者の「家族」となっていると推
測する．また，それ以外に「家族と利用者本人」も考
えられるため，実際はどのようになっているのかを把
握するため．
　調査項目⑥「その他」については，その他の調査対
象者はあるかどうかを把握するため．
　調査項目⑦「質問項目ならびに調査手法を検討する
ための委員会の有無（検討委員会名，構成員数，利用
者の代弁機能者 ・認知症ケア専門家の有無，検討委員
会に代わるもの）」については，各自治体のGHにおけ
る利用者調査をよりよいものとなるよう独自に取り組
める基盤があるかどうか，ある場合は具体的にどのよ
うなものがあるのかを把握するため．
　調査項目⑧「各都道府県の福祉サービス第三者評価
事業推進組織が考える認知症高齢者に対するヒアリン
グの必要性」については，GH利用者は，質問しても
回答できないだろうという偏見があるのであれば，利
用者本人へアプローチしていこうとする動きは起こり
にくい．そこで，実際は利用者本人から意向を把握し
ようとする考え方自体があるのかどうかを把握するた
め．

５ ．調査期間
　平成19年８月31日～同年９月14日．

６ ．倫理的配慮
　調査で得た回答結果については，プライバシーの確
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保に充分留意すると共に，本研究報告等以外には使用
しないこと，研究結果を報告することとした．

７ ．分析方法
　各自治体における調査手法の結果から，どの調査手
法が最も使用されているのかをみる．また，平成20年
度における調査手法の変更予定の有無から，各自治体
が独自の調査手法に取り組む動きがあるのかをみる．
次に，調査対象とその理由，検討委員会の有無とその
構成から利用者調査が認知症高齢者を念頭に置いたも
のとなっているのかをみる．また，各自治体における
調査対象者の理由を分類化し，傾向をみる．

８ ．利用者調査手法の種類とその内容
　利用者調査手法の種類はアンケート方式，ヒアリン
グ方式，コミュニケーション方式が主流となっている．
内容は表１に示す．

Ⅲ．結　果

１．回答数（率）及び有効回答数（率）
　回答数（率）36件（78.3％），有効回答数（率）24件
（66.7％）であった．

２ ．各自治体における利用者調査手法の傾向
　各自治体のGHの利用者調査手法をみると，平成18,19
年度ともに「アンケート方式」のみが調査手法全体の
79.2％，「アンケート方式とヒアリング方式」が全体の
12.5％を占めた．8.3％は「その他」である．
　東京都では，平成18年度「アンケート方式とヒアリ
ング方式」から平成19年度より「アンケート方式と場
面観察方式」を用いるようになった．

　大阪府では，平成18,19年度において「アンケート方
式，ヒアリング方式，コミュニケーション方式，その
他」と全ての調査手法が含まれていた．理由としては，
評価機関によって調査手法を柔軟に対応しているため
であった．

３ ．平成２0年度の利用者調査手法の変更予定
　平成20年度の利用者調査の調査手法の変更予定（表
３）をみると，「変更有り」は，どの都道府県も回答が
なかった．「変更無し」は，１府18県，「分からない」
が，１都５県，「無記入」が１道１府７県，「実績無し」
が福岡県であった．

４ ．利用者調査の対象者
　利用者調査の対象者をみると，「利用者本人」は各自
治体においても回答がなかった．「家族」が13県，「利
用者本人と家族」が，１都９県，「無記入」は１道２府
10県，「実績無し」が福岡県であった．

５ ．利用者調査を「家族」に代替している理由
　「国のガイドラインを参考」が秋田県，埼玉県，新潟
県，兵庫県，山口県，大分県，宮崎県，「県の実施要領
を参考」が栃木県，福井県であった．また，埼玉県は
「家族がいない利用者に対しては，GHの判断で後見人
が調査に応じる場合もある」や富山県，香川県は「認
知症高齢者の意思疎通の困難性」，兵庫県「利用者が混
乱しない調査方法のため」であった．

６ ．利用者調査を「家族と利用者本人」としている理由
　福島県，三重県「国のガイドラインを参考」，鳥取県
「可能な範囲で聞き取りや観察を行っている機関もあ

表 １　利用者調査手法名ならびに調査手法内容

利用者調査手法名 調査手法内容

アンケート方式
共通評価項目の内容に則った質問文を記載した調査票を使用し，利用者本人が回答
する方式

ヒアリング方式
評価者等が利用者本人に対して，共通評価項目の内容に則った問いかけを行い，意
向を聞き取る方式

コミュニケーション方式
利用者本人固有の「良い感じ」や「嫌な感じ」等の表現（言葉や身振り等）を事前
に認識しておき，それに基づき調査員が利用者本人と関わり合いながら意向を把握
する方式

注）�「コミュニケーション方式による利用者調査」（2006）東京都福祉サービス評価推進機構，「利用者調査ガイ
ドライン」（2007）東京都福祉サービス評価推進機構を参考に作成
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表 ２　各自治体におけるGH利用者調査手法と調査対象者，今後の手法変更予定ならびに検討委員会の有無
平成18年度 平成19年度

都道府県 アンケート ヒアリング コミュニ
ケーション その他 アンケート ヒアリング コミュニ

ケーション その他 調査
対象者

H20年度
調査手法
変更の有無

検討会の
有無

宮城 ○ × × × ○ × × × 家族 △ ○
秋田 ○ × × × ○ × × × 家族 × ×
福島 ○ × × × ○ × × × 利用者と家族 × ×
茨城 ○ × × × ○ × × × 利用者と家族 × ×
栃木 ○ × × × ○ × × × 家族 × ×
埼玉 ○ × × × ○ × × × 家族 × ×
千葉 ○ × × × ○ × × × 利用者と家族 × ○
東京 ○ × ○ × ○ × ×� �場面観察 利用者と家族 △ ○
新潟 ○ × × × ○ × × × 家族 × ×
富山 ○ ○ × × ○ ○ × × 家族 × ○
石川 ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ― ○
福井 ○ × × × ○ × × × 家族 × ×
岐阜 ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� 利用者と家族 × ―
三重 ○ ○ × × ○ ○ × × ― × ×
滋賀 ○ × × × ○ × × × 利用者と家族 △� ―
大阪 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 柔軟に対応 ― × ○
兵庫 ○ × × × ○ × × × 家族 × ○
鳥取 ○ × × × ○ × × × 利用者と家族 △ ×
岡山 ○ × × × ○ × × × 家族 △ ○
山口 ○ × × × ○ × × × 家族 × ○
徳島 ○ × × × ○ × × × 家族 △ ○
香川 ○ × × × ○ × × × 家族 ― ○
福岡 × × × × × × × × ―� ―� ―
佐賀 ○ ○ × × ○ ○ × × 利用者と家族 × ×
長崎 ○ × × × ○ × × × 利用者と家族 × ×
大分 ○ × × × ○ × × × 利用者と家族 × ○
宮崎 ○ × × × ○ × × × 家族 × ×
鹿児島 × × × × × × × × ― × ○
総計数（％） 24（100.0） 4（16.7） 2（8.3） 1（4.2） 24（100.0） 4（16.7） 1（4.2） 2（8.3） 13（54.2）
注）�「―」箇所は「無記入」,「○」箇所は「実施している」,「×」箇所は「実施していない」,「△」箇所は「分からない」を
示す

表 ３ �平成２0年度の利用者調査の調査手
法の変更予定

変更予定の有無 自治体数
変更有り ０
変更無し 19
分からない ６
無回答 11

注）�「無回答」は「無記入」ならびに
「実績無し」を含む

表 ４ �利用者調査の対象を「家族」「家族と利用者本人」とする理由の分類化
利用者調査を「家族」に代替している理由

東京センター型 利用者主体型 混合型
自治体数 ７件 ２件 ２件

� 全対象数：13

利用者調査を「家族と利用者本人」としている理由
東京センター型 利用者主体型 混合型

自治体数 ２件 ３件 ０件
� 全対象数：10
注）件数と全対象数が合致しないのは，「無記入」があるためである

認知症高齢者グループホームにおける利用者調査の実態（松浦）

―�46�―



る」，佐賀県「利用者本人及び家族の意思が必要であ
る」，東京都「評価者が共通評価項目に関する意向や満
足度を把握することが困難な利用者に対しては，調査
時に観察することが出来た場面において，評価者が見
ることが出来た『利用者と職員の相互関係』から評価
者が感じたことをコメントして公表するという『場面
観察方式』を実施している．この方式の場合，利用者
本人に直接アプローチして調査を行い，共通評価項目
に対する回答を得る『利用者調査』の原則から考える
と，アンケート方式や聞き取り方式と同等の『利用者
調査』とすることは難しいが，評価者が調査時に観察
することが出来た場面を通じて，間接的にではあるが
利用者本人に焦点を当てた調査となっている．なお，
GHの利用者調査は，この『場面観察方式』と併せて，
家族アンケートを実施することで情報を補完している」
であった．

７ ．その他
　鹿児島県「対象者は特に定めていない．利用者の状
況に合わせている」であった．

８ ．利用者調査の対象における結果の傾向
　利用者調査の対象者を「家族」か「家族と利用者本
人」と定めている理由を分類化すると①「認知症介護
研究 ・研修東京センター型（以下，東京センター型）」
②「利用者主体型」③「混合型」の三つに大別できる
（表４）．各々は筆者が命名したものであるが，①「東
京センター型」とは，国のガイドラインや自治体の実
施規定及び東京センターにおける第三者評価（外部評
価）の進め方による理由を含むもの．②「利用者主体
型」とは，利用者の病理的特性による理由を含むもの．
③「混合型」は①②双方の理由を含むものとした．具
体的な理由を以下に示す．
　利用者調査の対象が「家族」である理由は，国のガ
イドラインに基づくためや，認知症高齢者の意思表示
の困難性，利用者を混乱させないため等が挙げられた．
対象が「利用者本人と家族」である理由は，国のガイ
ドラインに基づくためや，利用者本人や家族の意思が
必要であると考えているため，利用者本人に焦点を向
けることが重要である等が挙げられた．また，利用者
本人の状況によるため調査対象を定めていないという
回答も得られた．
　「質問項目ならびに調査手法を検討するための委員会

の有無」（表５）をみると，「有る」と回答した自治体
が１都１府11県，「無い」と回答した自治体は10県，
「無記入」が１道１府６県，「実績無し」が１県であっ
た．
　検討会が「有る」と回答した自治体の検討会と構成
員数をみると，宮城県は「地域密着型サービス外部評
価推進委員会」で構成員数の回答なし．千葉県は「第
三者評価 ・情報公表基準等委員会」で10名，東京都は
「評価研究委員会」９人，「評価手法ワーキング」10名，
「高齢ワーキング」19名，「障害ワーキング」30名，「児
童ワーキング」15名，「保護ワーキング」６名，「婦人
保護ワーキング」５名，富山県は「研修委員会」で８
名，石川県は「石川県福祉サービス第三者評価推進委
員会」で構成員数の回答なし．大阪府は「第三者評価
推進支援会議 ・ 大阪（運営委員会）」で18名，さらに
「第三者評価推進支援会議 ・大阪（専門部会）」も設置
されている（構成員数は不定）．兵庫県は「福祉サービ
ス第三者評価推進委員会」で13名，岡山県は「岡山県
介護保険制度推進委員会 ・介護サービス評価部会」で
９名，山口県は「山口県高齢者保健福祉推進会議」で
構成員数の回答なし．徳島県は「評価審査委員会」で
構成員数の回答なし．香川県は「評価調査委員会」で
６名，大分県は「地域密着型サービス外部評価審査委
員会」で４名，鹿児島県は「鹿児島県福祉サービス第
三者評価推進委員会」で10名であった．
　検討会の構成員のうち，利用者の代弁機能を果たせ
る者の有無及び「有る」と回答した自治体の利用者の
代弁機能者の実際をみると，宮城県「認知症の人と家
族の会県支部代表」，千葉県「千葉県手をつなぐ育成
会」，東京都「高齢ワーキング委員等」，石川県「認知
症の人と家族の会県支部代表」，大阪府「介護者家族の
会（高齢）」，兵庫県「民生委員児童委員連合会 ・消費
者団体連絡協議会」，岡山県「認知症老人をかかえる家
族の会岡山県支部」，山口県「利用者団体」，徳島県，
香川県「家族会」，大分県「認知症の人と家族の会」，
鹿児島県「呆け老人をかかえる家族の会鹿児島県支部」
ならびに「鹿児島県手をつなぐ育成会」であった．
　認知症ケア専門家の有無をみると，「有る」と回答し
た自治体は宮城県「学識経験者，GH連絡協議会会長」，
東京都「高齢ワーキング委員等」，富山県「医師」，石
川県「精神保健福祉士会顧問（全国認知症GH協会副
代表理事）」，兵庫県「学識経験者，老人福祉事業協会，
医師会」，岡山県「医師」，山口県「学識経験者」，徳島
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表 ５　各都道府県における質問項目ならびに調査手法の検討会の構成

都道府県 検討会の有無 検討委員会
構成員数

利用者の
代弁機能
者の有無

利用者の
代弁機能者

認知症ケア
専門家の
有無

認知症ケア
専門家

検討委員会に
代わるもの

宮城 地域密着型サービス外
部評価推進委員会 ― ○ 認知症の人・家族

の会県支部代表 ○ 学識経験者，GH
連絡協議会会長

秋田 × ― ― ― ― ― 東京センター
福島 × ― ― ― ― ― 国のガイドライン
茨城 × ― ― ― ― ― 県の策定
栃木 × ― ― ― ― ― 県の実施要領に規定
群馬 ― ― ― ― ― ― ―

埼玉 × ― × ― × ―
国の通知に基づき県
が原案作成，それに
基づき県社協が実施
要領に規定

千葉 第三者評価・情報公
表基準等委員会 10名 ○ 千葉県手をつなぐ

育成会 ○ ―

東京 評価研究委員会，評価
手法，高齢ワーキング

9名（評価研
究委員会） × 学識経験者等 学識経験

者等
富山 研修委員会 8名 × × ○ 医師

石川 石川県福祉サービス第
三者評価推進委員会 ― ○ 認知症の人と家族

の会石川県支部 ○
精神保健福祉士
会顧問（全国認
知症GH協会副
代表理事）

福井 × ― ― ― ― ― 国の通知に基づき県
が実施要領で規定

三重 × ― ― ― ― ― 国のガイドライン

大阪
福祉サービス第三者評
価推進支援会議・大阪
（運営委員会）

18名 ○
介護者家族の会

×
（高齢）

兵庫 福祉サービス第三者評
価推進委員会 13名 ○

民生委員児童委
員連合会・消費者
団体連絡協議会

○
学識経験者，老
人福祉事業協
会，医師会

岡山
岡山県介護保険制度
推進委員会・介護サー
ビス評価部会

9名 ○
認知症老人をかか
える家族の会岡山
県支部

○ 医師

山口 山口県高齢者保健福
祉推進会議 ― ○ 利用者団体 ○ 学識経験者

徳島 評価審査委員会 ― ○ 家族会 ○ 医師（GH協会）
香川 評価調査委員会 6名 ○ 家族会 ○ 学識経験者
佐賀 × ― ― ― ― ― 国のガイドライン
長崎 × ― ― ― ― ― ―

大分 地域密着型サービス外
部評価審査委員会 4名 ○ 認知症の人と家族

の会 × ―

宮崎 × ― ― ― ― ― 国のガイドライン

鹿児島
鹿児島県福祉サービス
第三者評価サービス第
三者評価推進委員会

10名 ○

社団法人「呆け
老人をかかえる家
族の会」鹿児島
県支部，鹿児島県
手をつなぐ育成会

○
学識経験者，医
師会，社会福祉
施設関係者

―

注）「―」箇所は「無記入」を示す
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県「医師」，香川県「学識経験者」，鹿児島県「学識経
験者，医師会，社会福祉施設関係者」であった．
　検討会が設置されていない場合，代替するものとし
て，「国のガイドライン」が６県，「認知症介護研究 ・
研修東京センター」が秋田県，「必要に応じて『鳥取県
社会福祉 ・保健サービス評価推進委員会』が鳥取県で
あった．

　⑧各自治体の福祉サービス第三者評価事業推進組織
が考える認知症高齢者に対するヒアリング調査の重要
性
　各自治体の福祉サービス第三者評価事業推進組織お
ける認知症高齢者本人からヒアリングを行う重要性に
ついての回答を以下に示す．
　宮城県は「利用者本位の支援を展開するためには，
認知症高齢者本人からのヒアリングは重要である．し
かし，評価者と利用者との信頼関係のない状態での全
数調査の困難性，利用者の負担などから，家族が利用
者の立場になって調査回答してもらうことが望ましい．
今後はGHの中から何名か利用者を抽出してヒアリン
グを行う必要性がある」．福島県は「利用者本人に聞く
ことは重要だが，言葉で確認できる方の場合に限られ
る」．茨城県は「ヒアリングの重要性はあるが，認知症
高齢者の質問理解の問題がある」．栃木県や千葉県は
「ヒアリングの重要性はあるが，質問項目の設定，ヒア
リング手法，評価者の訓練，調査結果の活用法等の検
討が必要である」．埼玉県は「利用者本位のサービス提
供に繋がる」．東京都は「福祉サービス第三者評価は，
利用者本位の福祉の実現に資することを目的としてい
るため，利用者本人のサービスに対する意向を確認す
ることは不可欠である．利用者調査が持つ一定の限界
を踏まえつつも，利用者本人に焦点を当てていくこと
を主眼とした調査方法を検討している」．三重県，大阪
府は「高齢者の尊厳，利用者本位の観点から重要」，兵
庫県は「評価者は，利用者の会話だけでなく，態度や
表情からも利用者の暮らしぶりを感じ取るようにして
いる」，鳥取県は「重要性はあるが，利用者の状態によ
り，ヒアリング内容を客観的評価に反映することが難
しい」，香川県は「利用者本人によるヒアリングは，信
頼関係の形成から困難である．しかし，利用者の表情
や会話で満足度が理解できる」，宮崎県は「利用者の普
通の生活を乱さないよう，評価者に対し配慮させてい
る．また，利用者から聞き取りは情報等を基に評価す

ることはしない」，鹿児島県は「重要性はあるが，実効
性が無ければ意味がない．ケースごとにヒアリングの
必要性を検討する必要がある」との回答だった．

Ⅳ．考　察

１．利用者調査手法
　回答の得られた自治体における利用者調査手法の傾
向は，平成18,19年度では「アンケート方式」が全体の
79.2％の割合と主であり，これは，東京センターの影
響を受けていると考えられる．永田，中島，平林５）

（2003）によると，第三者評価（外部評価）のモデル事
業実施の経験を有する東京センターは，「各自治体にお
いて選択可能な評価機関が育つまでの経過措置として
2004（平成16）年度末まで評価機関を担ってきた」と
ある．そのため，GHの第三者評価（外部評価）の推
進機関とも捉えることができる．
　この東京センターにおける第三者評価（外部評価）
の進め方（以下，東京センター方式）をみると，評価
の構造が「利用者家族等アンケート」,「外部評価」,「自
己評価」となっていることからもアンケート方式が主
となっている背景が推測できる．
　白谷，内田，朴６）はアンケート手法の問題点として，
①明らかにされることが表面的なもの限られる，②設
定した調査票の範囲内のことは分かるが，設定されな
かった事柄との関係においては分かりにくいと述べて
いる．一方，利点としては①多くの人々を対象に行う
ため，調査したいことをより一般的に把握できる，②
調査したいことをコード（符号）化するので，より客
観的に把握できる，③聞き取り調査や観察調査がある
種の技術が要求されることに比べ，より簡単にはじめ
られると述べている．
　「アンケート方式とヒアリング方式」は富山県，三重
県，佐賀県の３県で，全体の12.5％の割合であるが，
富山県における対象者は「家族」であることからアン
ケート調査を補完するものとしてヒアリング調査を実
施する意義はあると考える．三重県や佐賀県における
対象者は「利用者本人と家族」であることから，認知
症高齢者本人の意向を何とか把握しようとする姿勢は
見て取れる．
　しかし，利用者本人と家族が同席している場面で調
査が実施されていると仮定した場合，利用者本人は施
設サービスの質に関して適切に回答できるのであろう
か．家族が調査員の質問に代弁している場合，家族は
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質問内容や方法を適切に理解しているのか，調査場所
が利用者に馴染みのある居室ではなく面接室等で実施
されているのであれば，質問内容を具体的にイメージ
させにくい環境となっているのではないか，という問
題が考えられる．これらは利用者が本音を話すことが
できる環境としては適切ではないように思われる．
　東京都は平成18年度の「アンケート方式とコミュニ
ケーション方式」から平成19年度は「アンケート方式
と場面観察方式」に変更した．「場面観察方式」に変更
した理由として担当者は「評価者が共通評価項目に関
する意向や満足度を把握することが困難な利用者に対
し，評価者が調査時に観察することができた場面を通
じて，間接的にではあるが利用者本人にアプローチす
るという，利用者に焦点を当てた利用者志向の調査で
あるため．なお家族アンケートを併用することで情報
を補完している」と述べている．
　したがって，各自治体におけるGHの利用者調査手
法はアンケート方式が主ではあるが，東京都のように
アンケートによる情報を補完する形で「場面観察方式」
や他の自治体における「ヒアリング方式」を用いてい
ると考えられる．アンケート方式のみよりはヒアリン
グ方式や場面観察方式を併用することで調査対象者の
施設サービスに対する情報を補完するという重要性は
あるが，調査する時間や場所，方法には限界があると
考える．

２ ．平成２0年度の利用者調査手法の変更予定
　平成20年度の利用者調査手法の変更予定をみると，
各自治体とも「変更有り」との回答はなかった．その
背景には，2006（平成17）年に GH及び小規模多機能
居宅介護における第三者評価（外部評価）の枠組みが
「地域密着型サービス」として開始されたことがある．
つまり，「地域密着型サービス」に移行して２年という
こともあり，調査手法を検討するには更なる経過を踏
まえる必要があること．さらに，GHにおける第三者
評価（外部評価）を義務化する以前からモデル事業と
して評価機関を担っていた東京センターにおける利用
者調査手法も変更がなかったためと考える．
　調査結果より，各自治体は，今後も続く認知症高齢
者の増加を見据えた利用者調査手法に向けて取り組む
様子はみられなかった．

３ ．調査対象者
　各自治体における利用者調査の対象者をみると，「利
用者本人」のみという回答はなく，「家族」（60％）や
「利用者本人と家族」（40％）という回答が調査対象者
全体を占めていた．
　「利用者本人」の回答がない理由としては，対象者の
側面からみると，対象が認知症高齢者であるため意思
疎通に困難性があること，質問内容の理解や回答内容
の妥当性，調査員や調査機関の側面からみると「認知
症高齢者は何をいっても分からない」という偏見や調
査者の調査技術，調査における時間的制約などの問題
があると考える．
　「家族」や「利用者本人と家族」との回答が調査対象
者全体を占めた理由としては，前述したように，対象
者が認知症高齢者であることに対する調査の困難性に
加え，国のガイドラインに意思疎通の困難な者に対し
てはその家族や代弁者に調査をするよう指示されてい
ることや東京センターが利用者の家族を対象とした「利
用者家族等アンケート」を提示しているからであると
考える．
　また，「利用者本人と家族」を対象とする理由には，
利用者本人の意向を補完する意味で家族も含まれてい
ると考える．

４ ．質問項目ならびに調査手法を検討するための委員会
　回答の得られた22の自治体のうち検討委員会の設置
されていない自治体数は10であり，これは回答数の
45.4％に値する．この結果は，国のガイドラインを満
たした上で利用者調査の質問項目や調査手法を各自治
体で独自に変更してよいとされているが，それらを検
討する場が約半数近く設置されていないことから各地
域性や調査対象者の個別性に配慮した調査を行ってい
るとは言い難い．調査の精度を高める意味で，家族会
や医師等のように利用者の代弁機能を担う立場の専門
家も協力し，利用者に適切な質問項目や調査手法を検
討する場としての検討委員会を設置する必要性はある
と考える．

５ ．第三者評価推進組織が考える認知症高齢者に対す
るヒアリング調査の重要性
　各自治体の第三者評価推進組織における認知症高齢
者のヒアリングに対して重要性を感じつつも，以下の
ような課題が挙げられた．①調査員と利用者の信頼関
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係の構築，②質問項目の適切性，③調査員のヒアリン
グ技術，④調査自体の実効性，⑤調査結果の活かし方，
⑥調査の時間的制約，⑦利用者の症状等が挙げられた．
各々の課題を具体的に考えると，以下のようになる．
　①「調査員と利用者の信頼関係の構築」では，施設
の利用者となじみのない第三者が調査する場合，調査
員と利用者の関係性において緊張状態となるため，利
用者は本音を話すことが難しい．そのため，調査員は
何度も施設を訪問し，利用者から信頼を得られるよう
な関係を構築する必要があること．
　②「質問項目の適切性」では，認知症高齢者が理解
できるような表現や内容で質問項目を作成したり，利
用者が集中して質問に答えられる項目数を設定したり
する必要があること．
　③「調査員のヒアリング技術」では，認知症高齢者
が質問を具体的にイメージできるようにコミュニケー
ションを図ること．本間７），野村８），Santo� Pietro�
MJ,Ostuni�E９）は認知症高齢者に視覚的手掛かりを用い
る有効性を提示している．
　④「調査自体の実効性」では，認知症高齢者から実
際にヒアリングしたことで何が得られ，それが施設に
とってどのような効果をもたらされるのかを証明し，
調査の意義を理解する必要があること．
　⑤「調査結果の活かし方」では，④と関係があるが，
ヒアリング結果を施設がどのように受け止め，何を目
的にどのように活かしていくかという具体的施策を検
討する必要があること．
　⑥「調査の時間的制約」では，認知症高齢者からヒ
アリングを行う場合，記憶の曖昧さや手法上，個別性
を重視するためある程度の調査時間が必要となること．
　⑦「利用者の症状」では，認知症高齢者にみられる
病状に加え，その日の体調や気分によってヒアリング
が可能かどうか見極める必要があること．
　以上のように，認知症高齢者に対するヒアリング調
査の実施に関する課題が挙げられた．

Ⅴ．まとめ

　以上，自治体におけるGHの利用者調査の実態把握
を行った．
　GHの利用者調査は利用者家族によるアンケート調
査が中心となっていることが明らかとなった．しかし，
利用者本位の観点から，宮城県のように全数調査まで
は達せなくとも複数の利用者を対象に利用者調査を実

施しようとしたり，東京都のように利用者本人に焦点
を当てていくことを主眼とした調査手法を検討したり
する自治体もあることが明らかとなった．つまり，宮
城県や東京都のように，自治体が独自に利用者本人か
ら意向を把握しようとする動きがあることから，認知
症高齢者を意識した調査に向けて取り組んでいこうと
していることが理解できる．
　この自治体の動きは，第三者評価（外部評価）の目
的である施設サービスの質の向上を考えた場合，対象
が認知症高齢者であっても本人の意向を把握する重要
性を認識していると考える．
　平成24年５月に予備的ではあるが秋田県，福島県，
栃木県，茨城県の第三者評価推進組織においてGHの
利用者調査の現状を電話調査にて把握した．いずれの
県も利用者家族によるアンケート調査を実施していた．
その理由について秋田県では「認知症高齢者は利用者
調査による回答が困難であるため」と回答している．
４県による調査結果ではあるが，他の自治体において
も同様の結果となる可能性もある．この現状は現在も
利用者の意向が直接的に施設サービスの質の向上に反
映されにくいことを示唆していると考える．
　今後は，他の自治体においても引き続きGHの利用
者調査の実態を調査していきたい．
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